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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期

会計期間

自平成18年
５月１日
至平成18年

10月31日

自平成19年
５月１日
至平成19年

10月31日

自平成20年
５月１日
至平成20年

10月31日

自平成18年
５月１日
至平成19年
４月30日

自平成19年
５月１日
至平成20年
４月30日

売上高（千円） 4,384,341 4,801,768 3,615,086 8,707,147 9,231,385

経常損益（千円） 77,346 130,398 △56,445 161,856 149,689

中間（当期）純損益（千円） 65,945 143,699 △25,982 137,368 231,033

純資産額（千円） 1,955,503 2,271,930 2,993,661 2,199,753 3,166,142

総資産額（千円） 5,490,977 5,391,855 5,876,210 － 5,052,244

１株当たり純資産額（円） 541.00 572.78 468.53 554.38 490.58

１株当たり中間（当期）純損

益（円）
18.74 36.45 △4.07 38.47 45.85

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円）
12.22 22.48 － 23.81 36.30

自己資本比率（％） 34.7 41.8 50.9 － 62.0

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
78,542 195,456 △49,335 △171,614 672,904

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
64,933 11,538 △1,772,684 63,087 186,864

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
612,099 △103,163 1,174,226 235,141 △312,775

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円）
1,088,127 595,323 387,789 491,022 1,038,374

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

95

(30)

102

(29)

101

(30)

－

(－)

103

(29) 　

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．経常損益、中間（当期）純損益及び１株当たり中間（当期）純損益における△は損失を示しております。

３．当社は連結子会社であったアイティピクチャー株式会社を平成19年１月１日に合併し、第51期連結会計年度

末では連結子会社がないため、第51期連結経営指標等の一部については記載しておりません。

４．第53期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失が計上されている

ため記載しておりません。
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(2)提出会社の経営指標等

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期

会計期間

自平成18年
５月１日
至平成18年

10月31日

自平成19年
５月１日
至平成19年

10月31日

自平成20年
５月１日
至平成20年

10月31日

自平成18年
５月１日
至平成19年
４月30日

自平成19年
５月１日
至平成20年
４月30日

売上高（千円） 4,345,437 4,801,768 3,615,086 8,659,049 9,231,385

経常損益（千円） 77,165 130,398 △56,363 159,895 150,027

中間（当期）純損益（千円） 65,934 143,699 △25,866 172,052 231,412

資本金（千円） 954,798 1,053,908 1,474,083 1,053,908 1,474,083

発行済株式総数（千株） 3,518 3,947 6,389 3,947 6,397

純資産額（千円） 1,876,075 2,271,930 2,994,157 2,199,753 3,166,521

総資産額（千円） 5,399,645 5,401,855 5,876,672 5,138,100 5,052,582

１株当たり配当額（円） － － － 10.0 10.0

自己資本比率（％） 34.6 41.7 50.9 42.6 62.0

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

90

(30)

102

(29)

101

(30)

99

(30)

103

(29)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．経常損益、中間（当期）純損益における△は損失を示しております。

３．１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純損益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益に

ついては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。なお、主要な関係会社については以下のとおり異動いたしました。

１.　当社は、平成20年8月19日に当社の関連会社であった上海明生軟件有限公司の全保有株式を売却しており関連会

社に該当しなくなりました。

２． 当社の親会社でありました株式会社インキュベート・パートナーズは平成20年8月15日付で当社の親会社で

ある株式会社アエリアを存続会社とする吸収合併により消滅したため、また、当社の親会社でありましたイン

キュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合は平成20年8月29日付で解散したため、株式会社インキュ

ベート・パートナーズ及びインキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合は当社の親会社に該当し

ないこととなりました。

３． 当社は、平成20年７月７日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年９月16日付で当社の親会社である株式会

社アエリアとの間で株式交換を行い、株式会社アエリアの完全子会社となりました。

　これに伴い平成20年９月９日付でジャスダック証券取引所における株式上場を廃止いたしました。

４． 当社の親会社である株式会社アエリアは、平成20年10月23日付株式会社アエリアの100％子会社であるダイ

トーホールディングス株式会社に株式会社アエリアの保有する当社の全株式を譲渡したため、ダイトーホール

ディングス株式会社は当社の親会社に該当することとなりました。

  以上の結果、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(ダイトーエムイー株式会社)、連結子会社１社(EIPC

サポート株式会社)及び親会社２社(株式会社アエリア、ダイトーホールディングス株式会社)により構成されてお

り、電子機器関連事業を幅広く事業展開しております。

　なお、上記は、当中間連結会計期間末日までの重要な関係会社の異動を記載しております。当中間連結会計期間末

日以降の異動については、関係会社の状況をご参照ください。
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３【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の親会社となりました。

名称 住所
資本金
（百万円）

主な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

ダイトーホールディングス

株式会社

　

　東京都港区 1
子会社及び関連

会社の管理
100.0 　経営支援

 （注） ダイトーホールディングス株式会社は、当中間連結会計期間末日から当半期報告書提出の日までに「東京都渋谷

区」に住所が変更されております。

　

　　　　当中間連結会計期間において、以下の親会社が消滅及び解散しております。

名称 住所
資本金
（百万円）

主な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

インキュベート・パート

ナーズ１号投資事業有限責

任組合　

　

　東京都港区 1,700

経営支援を目的

とした投資事業

　

56.1 経営支援

株式会社インキュベート・

パートナーズ

　

　東京都港区 10

経営支援を目的

とした投資事業

　

－

　            (56.1)
経営支援　

　(注)　1.　 株式会社インキュベート・パートナーズは平成20年8月15日付で当社の親会社である株式会社アエリアを

　　　　　 存続会社とする吸収合併により消滅いたしました。

　　　 ２．インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合は平成20年8月29日付で解散いたしました。

　　　 ３．議決権の非所有者割合の(　)内は、間接被所有者割合で外数であります。

　なお、当中間連結会計期間末日から当半期報告書提出日までの間において、以下の会社が提出会社の親会社となりま

した。

名称 住所
資本金
（百万円）

主な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

　株式会社シークウェル

　
　東京都渋谷区 20

事業承継を主た

る対象とした経

営支援事業

－

　　　　　　(100.0)
　経営支援

　(注)　1.　 株式会社シークウェルは平成20年11月28日付で、当社の親会社である株式会社アエリアの保有する当社の親会社

であるダイトーホールディングス株式会社株式すべてを譲り受けたため、当社の親会社に該当することとな

りました。

　　　 ２．議決権の非所有者割合の(　)内は、間接被所有者割合で外数であります。

　なお、当中間連結会計期間末日から当半期報告書提出日までの間において、以下の会社が提出会社の親会社で無くな

りました。　

名称 住所
資本金
（百万円）

主な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

　株式会社アエリア

　
　東京都港区 234

エンターテイメ

ント事業、メ

ディア＆ソ

リューショ事

業、ファイナン

ス事業

－

　　　　　　(100.0)
　出資

　(注)　１． 当社の親会社である株式会社アエリアは保有する当社の親会社であるダイトーホールディングス株式会社株

式のすべてを、平成20年11月28日付で株式会社シークウェルに売却したため、当社の親会社に該当しなくなり

ました。

　　　  ２．議決権の非所有者割合の(　)内は、間接被所有者割合で外数であります。
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４【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 　　　事業の種類別セグメントを記載していないため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

　 平成20年10月31日現在

部門の名称 従業員数（人） 　

製造部門 37 （17）

販売部門 48 （13）

管理部門 16 （－）

合計 101 （30）

（注）従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外部への出向者を除き、グループ外部から当社グループへ

の出向者を含む）であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2)提出会社の状況

　 平成20年10月31日現在

従業員数（人） 101 （30）

　（注）従業員数は、就業人員（当社から外部への出向者を除き、外部から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数

は、当中間会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(3)労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)業績

当中間連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、サブプライム問題を発端とした米国、ＥＵ経済の低

迷に伴い、自動車関連産業をはじめとする多業界の急激な景気減速により、設備投資の減少、雇用情勢の悪化等非常

に厳しい状況となりました。また今後の景気の先行きについても不安を払拭できない状況にあります。

このような状況の中、当社グループは、アミューズメント機器関連業界については堅調に推移しておりますもの

の、他の業界については販売高は減少しており、当社の強みである技術提案型営業を積極的に推し進め、中期経営計

画に基づき、組込みパソコン、制御システム、ロボットエンジニアリングなどの先端技術を駆使し、お客様の自動化・

合理化のお役に立てる「確かなモノつくり」の取り組みを進めて参りましたが、前年を下回る業績となりました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、36億1千5百万円（前中間連結会計期間比24.7％減）となりました。利益

につきましては、非上場化による上場コストの削減をはじめとする経営合理化の推進等によるコスト削減に努めま

したが、営業損失5千8百万円（前中間連結会計期間営業利益1億1千4百万円）、経常損失5千6百万円（前中間連結会

計期間経常利益1億3千万円）となりました。当中間純損失は、新株予約権組み戻しによる利益を計上したこと等によ

り2千5百万円（前中間連結会計期間純利益1億4千3百万円)となりました。

事業の種類別セグメントの業績につきましては、前中間連結会計期間より電子機器関連事業のみの単一セグメント

となっているため、事業の種類別セグメントの業績に代え事業部門別に区分して状況を記載しております。

 　　　事業部門別の概況は次のとおりであります。

 ①  電機・電子部品卸売部門

  電機・電子部品卸売部門においては、アミューズメント機器関連業界が堅調に推移いたしましたが、特に当中

間連結会計期間の後半に入り機器関連部品の受注が減少したことにより、当中間連結会計期間の売上高は29億3

千4百万円(前中間連結会計期間38億8千万円)となりました。

 ②　ＦＡエンジニアリング部門

  ＦＡエンジニアリング部門においては、制御システム、ロボットエンジニアリングなどの先端技術を生かし自

動車関連業界への営業活動を推進してまいりましたが、自動車関連業界の急速な景気減速により設備投資にか

げりが見られ受注が伸び悩んだ結果、当中間連結会計期間の売上高は5億2千7百万円(前中間連結会計期間4億1千

3百万円)となりました。

 ③　産業用組込みＰＣ部門

　産業用組込みＰＣ部門においては、組込みパソコン部門の強化を図るとともに、新規事業の開拓に注力いたしま

したが、大幅な受注減少により、製造・販売が大きく減少しました、その結果、当中間連結会計期間の売上高は1億

4千8百万円(前中間連結会計期間4億2百万円)となりました。

 ④　その他の部門

  その他の部門においては、事業提携の推進など新規事業部門の強化・拡販に注力してまいりましたが、景気後

退の影響は大きく新規受注を得ることが困難な状況にあり、その結果、当中間連結会計期間の売上高は4百万円

(前中間連結会計期間1億5百万円)となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により49百万円減少し、

投資活動により17億7千2百万円減少しましたが、財務活動により11億7千4百万円増加したことにより、連結会計年度

末に比べ6億5千万円の減少となり為替換算差額を差引いた結果、当中間連結会計期間末の資金残高は3億8千7百万円

となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は4千9百万円（前年同期は1億9千5百万円の収入）と

なりました。

これは主に、税金等調整前中間純損失が2千2百万円あり、売上債権の減少による収入3億2千1百万円があった一方、

仕入債務の減少による支出1億8千5百万円及びたな卸資産の増加による支出7千8百万円の支出があったこと等によ

るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は17億7千2百万円（前年同期は1千1百万円の収入）と

なりました。

これは主に定期預金の払戻による収入4億1千万円があった一方、貸付けによる支出22億円があったこと等による

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は11億7千4百万円（前年同期は1億3百万円の支出）と

なりました。

　これは、短期借入金増加による収入18億円があった一方、社債の償還による支出5億円、長期借入金の返済による支

出6千2百万円及び配当金の支払による支出6千3百万円があった結果によるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

当中間連結会計期間の生産実績を部門ごとに示すと次のとおりであります。

部門の名称 生　産　高 (千円) 前年同期比（％）

ＦＡエンジニアリング部門 519,902 126.1

産業用組込みＰＣ部門 148,151 37.4

その他の部門 0 0.0

合　　計 668,055 73.5

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)　商品仕入実績

当中間連結会計期間の商品仕入実績を部門ごとに示すと次のとおりであります。

部門の名称 商品仕入高 (千円) 前年同期比（％）

電機・電子部品卸売部門 2,669,478 76.7

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)　受注状況

当中間連結会計期間の受注状況を部門ごとに示すと次のとおりであります。

部門の名称 受注高 (千円) 前年同期比（％） 受注残高 (千円) 前年同期比（％）

ＦＡエンジニアリング部門 563,305 135.4 128,912 164.2

産業用組込みＰＣ部門 138,987 41.2 20,845 76.2

その他の部門 3,193 2.9 1,134 5.1

        合　　計 705,487 81.7 150,892 117.7

　（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4)　販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を部門ごとに示すと次のとおりであります。

部門の名称 売　上　高 (千円) 前年同期比（％）

電機・電子部品卸売部門 2,934,931 75.6

ＦＡエンジニアリング部門 527,120 127.5

産業用組込みＰＣ部門 148,769 37.0

その他の部門 4,265 4.0

合　　計 3,615,086 75.3

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

対する割合は次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社豊田自動織機 764,637 15.9 406,810 11.3

　　　　　　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。
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４【経営上の重要な契約等】

 （1） 当社は平成20年７月７日開催の取締役会決議に基づき、親会社である株式会社アエリアとの間で、当社の電子機

　　 器関連事業を強固なものにするとともに、積極的な事業投資による将来のさらなる成長を目的として、平成20年７

  　 月７日に株式交換契約を締結しました。

 　　株式交換の概要は、以下のとおりであります。

   ①　株式交換の内容

   　　株式会社アエリアを完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換

   ②  株式交換の日 

   　　平成20年９月16日

 　③　株式交換の方法　

　株式交換日の前日の最終の当社の株主名簿（実質株主名簿を含む）に記載又は記録された株主に対して、当社の

普通株式１株につき親会社株式会社アエリアの普通株式0.0024株を、株式会社アエリアの保有する自己株式によっ

て割当交付します。

  なお、株式会社アエリアの保有する当社株式3,578,000株については株式交換による株式の割当は行いません。

（平成20年８月15日付株式会社アエリアによる株式会社インキュベート・パートナーズの吸収合併及び株式会社

インキュベート・パートナーズが運営するインキュート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合の解散を経て

当社株式を株式会社アエリアが保有しました。） 

   ④　株式交換比率     

会社名
株式会社アエリア　　　　　（完

全親会社）
当　社

（完全子会社）

　　　株式交換比率 　　　　　　１ 　　　０．００２４

   ⑤　株式交換比率の算定根拠   

  株式交換の株式交換比率の算定にあたっては、その公平性及び妥当性を期すため、株式会社アエリア及び当社が

それぞれ個別に、両社から独立した第三者機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、株式会社アエリアはＴ

ＦＰビジネスソリューション株式会社を、当社は日本中央税理士法人を、それぞれ第三者機関として選定しまし

た。 

  ＴＦＰビジネスソリューション株式会社は、株式会社アエリア及び当社の株式価値について、両社株式とも上場

しており市場株価が存在することから市場株価平均法による分析を行いました。また、両社についてそれぞれの将

来の収益性を考慮した理論株価による検証を行う目的から、ＤＣＦ法（ディスカウント・キャッシュフロー法）

による分析を行い、各評価方法による分析結果を受け総合的に勘案して株式交換比率を算定いたしました。  

  日本中央税理士法人は、当社及び株式会社アエリアの株式価値について、両社株式とも上場しており市場株価が

存在することから市場株価平均法による分析を行いました。また、両社についてそれぞれの将来の収益性を考慮し

た理論株価による検証を行う目的から、ＤＣＦ法（ディスカウント・キャッシュフロー法）による分析を行い、各

評価方法による分析結果を受け総合的に勘案して株式交換比率を算定いたしました。      

　       これらの算定結果を参考にし当事者間で協議のうえ株式交換比率を決定いたしました。

   ⑥　株式交換により完全親会社となる会社の概要 （平成19年12月31日現在）

１.会社名 株式会社アエリア

２.事業内容 エンターテイメント事業、メディア＆ソリューション事業、ファイナンス事業

３.設立年月日 平成14年10月30日

４.本店所在地 東京都港区赤坂五丁目２番20号

５.代表者の役職・氏名 代表取締役社長　小林　祐介

６.資本金の額 234,651千円

７.発行済株式数 67,386株

８.純資産 17,815,105千円（連結）

９.総資産 39,206,397千円（連結）

10.事業年度の末日 12月31日

11.従業員 589名（連結）

 （2） 当社と業務提携をしている契約
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相手先 契約内容 契約年月日 契約期間

株式会社アイテス
産業用組込みパソコンの解析・修理・製造

面における技術協力を目的とした業務提携
平成19年２月５日

 平成19年２月５日から

 平成20年２月４日まで

 以後１年ごとの自動更新

５【研究開発活動】

当中間連結会計期間の研究開発活動は、自然循環型環境製品の開発を重点的に進めてまいりました。

　当社グループの研究開発は、環境部の１名のスタッフで行っており、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、

9,965千円であります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

当社は、電子機器関連事業の強化を図るため、当中間連結会計期間において以下の設備を取得いたしました。

　

事業所名
（所在地）

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物
（千円）

機械装置
及び運搬
具
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

その他
（千円）

合計
（千円）

春日井システムセン

ター

(愛知県春日井市)　

　

電子機器関

連事業
　生産設備 3,021 － － 515 3,537

　　 56

　　(12)

　（注）１．上記金額は帳簿価額によっており、消費税等を含めておりません。

 　　　 ２．従業員数の（　）は臨時雇用者数であり、外書しております。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 11,000,000

計 11,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数（株）

（平成20年10月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成21年１月30日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,389,477 6,389,477 非上場 －

計 6,389,477 6,389,477 － －

  (注) １． 当社はジャスダック証券取引所に上場しておりましたが、平成20年９月９日付で上場を廃止したため、当中間

会計期間末日及び半期報告書提出日現在においては、上場しておりません。 

       ２． 当社の株式を譲渡により取得する場合には、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年７月31日

　　　(注)
△8,221 6,389,477 － 1,474,083 － 758,285

　　(注)　平成20年７月30日開催の取締役会の決議に基づく、自己株式の消却による減少であります。

（５）【大株主の状況】

　 平成20年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ダイトーホールディングス株式

会社
東京都港区赤坂５丁目２-20 6,389,477 100.0

計 － 6,389,477 100.0

 (注) １.　前事業年度末現在主要株主であったインキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合は、当中間期末で

は主要株主ではなくなりました。

 　　 ２.  当社は、平成20年７月７日開催の取締役会決議に基づき、株式会社アエリアを完全親会社とし当社を完全子会社と

する株式交換契約を締結いたしました。これにより平成20年９月16日付で株式交換を行い、株式会社アエリア

が当社の完全親会社となりました。

 　　 ３.  当社の完全親会社の株式会社アエリアは、平成20年10月23日に株式会社アエリアの完全子会社であるダイトー

ホールディングス株式会社に株式会社アエリアの保有する当社の全株式を譲渡したため、ダイトーホール

ディングス株式会社が当社の完全親会社となりました。

 　　 ４.  当中間連結会計期間末日から当半期報告書提出の日までに「東京都渋谷区神宮前３丁目42番12号」に住所が変更

されております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,389,000 6,389 －

単元未満株式 普通株式 477 － －

発行済株式総数 6,389,477 － －

総株主の議決権 － 6,389 －

　

②【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高（円） 288 269 289 220 178 －

最低（円） 260 255 195 115 145 －

　（注）１．最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　      ２．平成20年９月９日付で上場を廃止し、株式会社アエリアの完全子会社となったことに伴い、最終取引日である

平成20年９月８日までの株価について記載しております。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

就任年月日

　取締役 　 金井　彰　 昭和49年７月13日生

平成10年４月 株式会社富士銀行(現株

式会社みずほフィナン

シャルグループ)入社

平成12年６月 ソフトバンク・ファイ

ナンス株式会社(現ソフ

トバンクテレコム株式

会社)入社

平成14年３月 ファイナンス・オール

株式会社(現ＳＢＩホー

ルディングス株式会社)

へ転籍

平成15年９月 同社経営企画室兼ＩＲ

室マネージャー

平成17年３月 ＳＢＩモーゲージ株式

会社執行役員公開準備

室長　

平成17年11月 ソフトバンク・インベ

ストメント株式会社

（現ＳＢＩインベスト

メント株式会社）イン

キュベーション部マ

ネージャー

平成20年３月 株式会社アエリア入社

平成20年11月 当社取締役就任（現

任）

平成20年11月 株式会社シークウェル

取締役就任（現任）

(注)１ ―
平成20年

11月４日

常勤監査役 　 森広　晃一　 昭和29年２月16日生

昭和52年３月 大藤電気株式会社（現

ダイトーエムイー株式

会社）入社

昭和55年11月 セントラル電工株式会

社へ転籍　

平成元年11月 大藤電気株式会社（現

ダイトーエムイー株式

会社）がセントラル電

工株式会社を吸収合併

平成元年11月 同社管理部主任

平成３年12月 同社監査室長　

平成18年５月 同社管理部

平成20年11月 当社常勤監査役に就任

（現任）

(注)２ ―
平成20年

11月４日

　監査役 　 三國　裕介　 昭和51年４月14日生

平成13年４月 株式会社シーエーシー

入社

平成16年12月 鷲田国際特許事務所入

所

平成18年１月 株式会社アエリア入社

（現任）

平成20年11月 当社監査役就任

(注)２　 ―
平成20年

11月４日
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

就任年月日

　監査役 　 佐々木　翔平 昭和59年９月10日生

平成19年４月 株式会社アエリア入社

平成19年６月 株式会社クレゾー代表

取締役就任（現任）

平成19年10月 株式会社インキュベー

ト・パートナーズ取締

役就任

平成20年８月 オプティモグラフィコ

株式会社監査役就任

（現任）

平成20年11月 当社監査役就任

(注)２　 ―
平成20年

11月４日

　監査役 　 佐藤　健太郎 昭和41年12月22日生

昭和61年４月 東京国税局芝税務署入

所間接部門

昭和63年１月 ロイズ銀行入社東京支

店資金為替部

平成２年７月 オランダ国際銀行入社

東京支店資金為替部

平成４年９月 日本生命保険相互会社

入社東京法人営業部

平成９年12月 株式会社インボイス入

社経営企画室

平成14年４月 コロンビア音響株式会

社取締役ＣＦＯ

平成18年７月 ＺＥＣＯＯパートナー

ズ株式会社入社企業開

発室

平成20年７月 株式会社トム代表取締

役（現任）

平成21年１月 当社監査役就任（現

任）

(注)３　 ―
平成21年

１月23日

　(注)１.　平成20年11月４日開催の臨時株主総会の終結の時から平成21年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであり

ます。

　　　２． 平成20年11月４日開催の臨時株主総会の終結の時から平成23年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。　

　　　３． 平成21年１月23日開催の臨時株主総会の終結の時から平成23年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであ

ります。　

(2)　退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

　取締役 　 　神戸　宏明 平成20年11月４日

　常勤監査役 　 　大脇　一廣 平成20年11月４日

　監査役 　 　長船　憲章 平成20年11月４日

　監査役 　 　竹内　数夫 平成20年11月４日

　監査役 　 　三國　裕介 平成21年１月23日

　監査役 　 　佐々木　翔平 平成21年１月23日

(3)　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

　代表取締役社長 　営業部長 　専務取締役 　営業部長 　相馬　行雄 平成21年１月１日

　取締役 　関東地区担当 　代表取締役社長 　　― 　窪内　泰之 平成21年１月１日
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

及び「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」（平成19年８月15日内閣府令第65号）

附則第12条第３項に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則及び「企業

内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」（平成19年８月15日　内閣府令第65号）附則第11条

第３項に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年５月１日から平成19

年10月31日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）の中

間財務諸表については、新日本有限責任監査法人（注）により中間監査を受け、当中間連結会計期間（平成20年５

月１日から平成20年10月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成20年５月１日から平成20年10

月31日まで）の中間財務諸表については、横山勝男公認会計士事務所により中間監査を受けております。

　　　　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　　　　　第52期　　　　　新日本有限責任監査法人（注）

　　　　　第53期　中間　　横山勝男公認会計士事務所

　（注）  新日本有限責任監査法人は、新日本監査法人が平成20年７月１日をもって、監査法人の種類の変更を行った後の

法人名称です。
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１【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：千円）

前中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 1,105,323

※2
 487,789

※2
 1,548,374

受取手形及び売掛金 2,797,229 1,912,715 2,234,583

たな卸資産 360,606 391,344 312,467

関係会社短期貸付金 － 2,200,000 －

その他 22,268 57,781 10,929

貸倒引当金 △3,051 △1,000 △300

流動資産合計 4,282,375 5,048,629 4,106,055

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 302,735

※2
 250,805

※2
 255,417

土地 ※2
 390,073

※2
 335,542

※2
 335,542

その他（純額） 22,692 15,704 19,843

有形固定資産合計 ※1
 715,501

※1
 602,051

※1
 610,804

無形固定資産

その他 42,357 43,734 37,024

無形固定資産合計 42,357 43,734 37,024

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 277,545

※2
 131,757

※2
 222,114

その他 93,738 74,712 98,660

貸倒引当金 △19,663 △24,676 △22,414

投資その他の資産合計 351,620 181,793 298,359

固定資産合計 1,109,479 827,580 946,188

資産合計 5,391,855 5,876,210 5,052,244

負債の部

流動負債

買掛金 833,297 481,794 667,382

短期借入金 － ※2
 1,800,000 －

1年内償還予定の社債 1,500,000 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 124,000

※2
 84,000

※2
 104,000

未払法人税等 7,442 7,681 12,514

賞与引当金 34,455 26,603 33,684

その他 103,066 51,390 78,853

流動負債合計 2,602,261 2,451,468 1,396,435

固定負債

長期借入金 ※2
 390,000

※2
 306,000

※2
 348,000

繰延税金負債 46,291 17,495 52,202

退職給付引当金 56,075 87,037 66,688

負ののれん 17,294 13,143 15,219
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（単位：千円）

前中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年４月30日)

その他 8,001 7,403 7,556

固定負債合計 517,662 431,080 489,666

負債合計 3,119,924 2,882,548 1,886,101

純資産の部

株主資本

資本金 1,053,908 1,474,083 1,474,083

資本剰余金 466,824 882,781 886,999

利益剰余金 613,636 611,092 700,970

自己株式 △4,218 － △4,218

株主資本合計 2,130,151 2,967,957 3,057,835

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 126,297 25,703 76,693

評価・換算差額等合計 126,297 25,703 76,693

新株予約権 15,481 － 31,614

純資産合計 2,271,930 2,993,661 3,166,142

負債純資産合計 5,391,855 5,876,210 5,052,244
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②【中間連結損益計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

売上高 4,801,768 3,615,086 9,231,385

売上原価 4,278,138 3,271,013 8,310,902

売上総利益 523,629 344,073 920,483

販売費及び一般管理費 ※1
 409,413

※1
 403,044

※1
 807,736

営業利益又は営業損失（△） 114,215 △58,971 112,747

営業外収益

受取利息 1,712 2,967 3,501

受取配当金 5,019 2,256 6,939

仕入割引 9,570 6,982 18,512

賃貸収入 4,804 3,122 8,813

負ののれん償却額 2,075 2,075 4,150

為替差益 3,340 － 16,974

その他 2,570 546 3,288

営業外収益合計 29,095 17,950 62,179

営業外費用

支払利息 9,871 8,786 19,259

賃貸費用 1,716 1,614 3,695

その他 1,324 5,024 2,282

営業外費用合計 12,913 15,424 25,237

経常利益又は経常損失（△） 130,398 △56,445 149,689

特別利益

投資有価証券売却益 18,700 4,432 76,831

新株予約権戻入益 － 32,908 －

固定資産売却益 － － ※2
 14,369

特別利益合計 18,700 37,340 91,201

特別損失

固定資産売却損 － ※3
 56 －

固定資産除却損 ※4
 949

※4
 1,850

※4
 1,083

投資有価証券評価損 706 1,193 1,248

特別損失合計 1,656 3,100 2,332

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

147,441 △22,205 238,558

法人税、住民税及び事業税 3,742 3,777 7,524

法人税等合計 3,742 3,777 7,524

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,982 231,033
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等変動計

算書
(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,053,908 1,474,083 1,053,908

当中間期変動額

新株の発行 － － 420,175

当中間期変動額合計 － － 420,175

当中間期末残高 1,053,908 1,474,083 1,474,083

資本剰余金

前期末残高 466,824 886,999 466,824

当中間期変動額

新株の発行 － － 420,175

自己株式の処分 － △4,218 －

当中間期変動額合計 － △4,218 420,175

当中間期末残高 466,824 882,781 886,999

利益剰余金

前期末残高 509,406 700,970 509,406

当中間期変動額

剰余金の配当 △39,469 △63,894 △39,469

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,982 231,033

当中間期変動額合計 104,230 △89,877 191,563

当中間期末残高 613,636 611,092 700,970

自己株式

前期末残高 △1,202 △4,218 △1,202

当中間期変動額

自己株式の取得 △3,016 － △3,016

自己株式の処分 － 4,218 －

当中間期変動額合計 △3,016 4,218 △3,016

当中間期末残高 △4,218 － △4,218

株主資本合計

前期末残高 2,028,937 3,057,835 2,028,937

当中間期変動額

新株の発行 － － 840,350

剰余金の配当 △39,469 △63,894 △39,469

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,982 231,033

自己株式の取得 △3,016 － △3,016

自己株式の処分 － － －

当中間期変動額合計 101,214 △89,877 1,028,897

当中間期末残高 2,130,151 2,967,957 3,057,835
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等変動計

算書
(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 159,173 76,693 159,173

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △32,875 △50,989 △82,480

当中間期変動額合計 △32,875 △50,989 △82,480

当中間期末残高 126,297 25,703 76,693

評価・換算差額等合計

前期末残高 159,173 76,693 159,173

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △32,875 △50,989 △82,480

当中間期変動額合計 △32,875 △50,989 △82,480

当中間期末残高 126,297 25,703 76,693

新株予約権

前期末残高 11,642 31,614 11,642

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 3,838 △31,614 19,971

当中間期変動額合計 3,838 △31,614 19,971

当中間期末残高 15,481 － 31,614

純資産合計

前期末残高 2,199,753 3,166,142 2,199,753

当中間期変動額

新株の発行 － － 840,350

剰余金の配当 △39,469 △63,894 △39,469

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,982 231,033

自己株式の取得 △3,016 － △3,016

自己株式の処分 － － －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △29,036 △82,603 △62,508

当中間期変動額合計 72,177 △172,480 966,389

当中間期末残高 2,271,930 2,993,661 3,166,142
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

147,441 △22,205 238,558

減価償却費 18,386 16,451 36,762

長期前払費用償却額 305 514 764

株式報酬費用 3,954 1,294 7,863

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,465 △7,081 694

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,233 20,349 11,846

受取利息及び受取配当金 △6,732 △5,223 △10,440

負ののれん償却額 △2,075 △2,075 △4,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2,961 －

支払利息 9,871 8,786 19,259

為替差損益（△は益） △469 2,791 △358

固定資産売却損益（△は益） － 56 △14,369

固定資産除却損 949 2,438 1,083

投資有価証券売却損益（△は益） △18,700 △4,432 △76,831

投資有価証券評価損益（△は益） 706 1,193 1,248

新株予約権戻入益 － △32,908 －

売上債権の増減額（△は増加） △217,489 321,868 345,156

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △2,261 △2,751

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,089 △78,876 33,049

その他の流動資産の増減額（△は増加） 9,963 △46,611 2,513

その他の固定資産の増減額（△は増加） △876 － △5,154

仕入債務の増減額（△は減少） 236,746 △185,588 70,831

未払費用の増減額（△は減少） － － △6,632

未払消費税等の増減額（△は減少） － － 22,839

未収消費税等の増減額（△は増加） － － 20,091

その他の流動負債の増減額（△は減少） 38,415 △27,979 △213

その他の固定負債の増減額（△は減少） △626 △153 △441

その他 △116 － △314

小計 207,265 △36,691 690,904

利息及び配当金の受取額 6,714 4,270 10,433

利息の支払額 △9,821 △10,190 △19,351

法人税等の支払額 △8,701 △6,723 △9,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,456 △49,335 672,904
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 410,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,170 △3,697 △5,965

有形固定資産の売却による収入 － 10 107,312

無形固定資産の取得による支出 △3,291 △13,218 △3,829

投資有価証券の売却による収入 20,000 6,900 89,326

関係会社株式の売却による収入 － 1,000 －

出資金の回収による収入 － 1 20

貸付けによる支出 － △2,200,000 －

差入保証金の差入による支出 △1,358

差入保証金の回収による収入 27,677

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,538 △1,772,684 186,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 1,800,000 －

長期借入金の返済による支出 △62,000 △62,000 △124,000

社債の償還による支出 － △500,000 △1,000,000

自己株式の取得による支出 △3,016 － △3,016

株式の発行による収入 － － 840,350

新株予約権の発行による収入 － － 12,353

配当金の支払額 △38,147 △63,773 △38,462

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,163 1,174,226 △312,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 469 △2,791 358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 104,300 △650,585 547,352

現金及び現金同等物の期首残高 491,022 1,038,374 491,022

現金及び現金同等物の中間期末残高 595,323 387,789 1,038,374
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　１社

連結子会社名

 EIPCサポート株式会社

平成19年10月31日付で連結子

会社であるEIPCサポート株式会

社を設立しております。

(1)連結子会社の数　 １社

連結子会社名

 EIPCサポート株式会社

　

(1)連結子会社の数　　１社

連結子会社名　

 EIPCサポート株式会社

平成19年10月31日付で連結子

会社であるEIPCサポート株式会

社を設立しております。

    
２．持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用しない非連結子会

社または関連会社のうち主要な会

社等の名称

上海明生軟件有限公司

　　　　　　　―

　

　持分法を適用しない非連結子会

社または関連会社のうち主要な

会社等の名称

　上海明生軟件有限公司

 （持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、中間純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。

　

　

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同　左 　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。　　　　　　

４．会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定）

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価

法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

 ②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

―

②　デリバティブ

　時価法

 ③　たな卸資産

　　　商品・原材料

先入先出法による原価法

③　たな卸資産

　　　商品・原材料

月次移動平均法による原

価法(貸借対照表価額は

収益性低下に基づく簿価

切り下げの方法により算

定)

③　たな卸資産

　　　商品・原材料

　　　先入先出法による原価法

 　　　製品・仕掛品

個別法による原価法

　　　製品・仕掛品

個別法による原価法(貸

借対照表価額は収益性低

下に基づく簿価切り下げ

の方法により算定)　

　　　製品・仕掛品

　　　　個別法による原価法

 　　　貯蔵品

最終仕入原価法による原

価法

　　　貯蔵品

最終仕入原価法による原

価法(貸借対照表価額は

収益性低下に基づく簿価

切り下げの方法により算

定)

　　　貯蔵品

最終仕入原価法による原

価法
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

  　(たな卸資産の会計方針の変更)

　当社は、従来、商品及び原材料の

評価方法は、従来、先入先出法に

よる原価法を採用しておりまし

たが 、発注状況、消費の形態が変

化しており、消費実態及びたな卸

資産の実態ををより適切に反映

させるため、当中間連結会計期間

から移動平均法による原価法を

採用しております。

　これにより、当中間連結会計期

間の損益に与える影響額は軽微

であります。

　また、当社は、従来、商品・原材

料は先入先出法による原価法、製

品・仕掛品は個別法による原価

法、貯蔵品は最終仕入原価法によ

る原価法をそれぞれ採用してお

りましたが、当中間連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」　(企業会計基準第９

号　平成18年７月５日)が適用さ

れたことに伴い、商品・原材料は

移動平均法による原価法、製品・

仕掛品は個別法による原価法、貯

蔵品は最終仕入原価法による原

価法(それぞれの貸借対照表価額

は収益性低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定)を採用し

ております。 

　これにより、当中間連結会計期

間の損益に与える影響額は軽微

であります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

 (2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産 

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物　　　　　15年～47年

　　　 機械装置　　　 7年～15年

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物　　　　　15年～47年

　　　 機械装置　　　 7年～15年

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産 

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物　　　　　15年～47年

 機械装置　　　 7年～15年

 （追加情報）

  法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法を適用

しております。

　なお、これによる当中間連

結会計期間の損益に与える

影響は軽微であります。

　法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に達

した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　なお、これによる当中間連

結会計期間の損益に与える

影響は軽微であります。

　 （追加情報）

  法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法を適用

しております。

　なお、これによる当連結会

計年度の損益に与える影響

は軽微であります。

　法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に達

した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　なお、これによる当連結会

計年度の損益に与える影響

は軽微であります。

 ②　無形固定資産 

定額法

　なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に

よる定額法を採用しており

ます。

②　無形固定資産

同　左

②　無形固定資産 

同　左

 ③　　長期前払費用　　

　定額法 

③　　長期前払費用　　

　　　　同　左

③　長期前払費用

　　　同　左

 (3)重要な繰延資産の処理方法

①　　　　　―

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　株式交付費　　　　　

　支出時に全額費用処理し

ております。

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　　　　―

 (4)負ののれんの償却の方法

５年間均等償却

(4)負ののれんの償却の方法

　　　　同　左

(4)負ののれんの償却の方法

同　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

 (5)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(5)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　左

(5)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充

てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

②　賞与引当金 

同　左

②　賞与引当金

同　左

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に充て

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

額及び年金資産額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。

③　退職給付引当金

同　左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に充て

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務額及

び年金資産額に基づき、当

連結会計年度末において発

生していると認められる額

を計上しております。

 (6)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(6)重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、リース取引

開始日が、「リース取引に関

する会計基準」(企業会計基

準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会)、

平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第16号(平成６年

１月18日(日本公認会計士協

会　会計制度委員会)、平成19

年３月30日改正))の適用初年

度開始以前の取引について

は、引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。　

(6)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 (7)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の特例処理の要

件を満たす金利スワップ

特例処理を適用しており

ます。

(7)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　左

　

(7)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

 ヘッジ対象

　借入金利

ヘッジ対象

同　左

ヘッジ対象

同　左

 ③　ヘッジ方針

　金利変動リスクに備え

キャッシュ・フローを固定

する目的でヘッジ取引を

行っております。

③　ヘッジ方針

同　左

③　ヘッジ方針

同　左

 

EDINET提出書類

ダイトーエムイー株式会社(E02757)

半期報告書

29/73



項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

 (8)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(8)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(8)その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 ①　消費税の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。

①　消費税の会計処理

　　　　　同　左

①　消費税の会計処理

　　　　　　同　左

 　②　　　　　―

　

　②　連結納税制度の適用　

　当中間連結会計期間から連結

納税制度を適用しております

が、当中間連結会計期間中に、

連結納税制度の非適用会社と

なった（平成20年９月16日付、

株式会アエリアとの株式交換

により、当社は株式会社アエリ

アの完全子会社となった。）た

め、連結納税制度適用期間（平

成20年５月１日から平成20年

９月15日）についてのみ連結

納税制度を適用しております。

 

　②　　　　　　―

　

5．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金及び要求払預金のほ

か、取得日より３ヶ月以内に満

期日が到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、かつ価

格の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資から

なっております。

同　左 同　左

EDINET提出書類

ダイトーエムイー株式会社(E02757)

半期報告書

30/73



【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

　　　　　　───── 　(リース取引に関する会計基準)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理をしておりましたが、当中

間連結会計期間より「リース取引に関する

会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年

６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19

年３月30日改正))及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会

計士協会　会計制度委員会)、平成19年３月30

日改正))が適用されたことに伴い、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始

以前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。

　これによる当中間連結会計期間の損益に

与える影響はありません。

　　　　　　─────

【追加情報】

前中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

　　　　　 ────── 　前連結会計年度において重要な後発事象とし

て注記している事項について、その後の経過に

関しては以下のとおりであります。

　平成20年９月９日に上場廃止の後、株式会社

アエリアとの間で株式交換を平成20年9月16日

に行い、当社は株式会社アエリアの完全子会社

となりました。　

　そののち、平成20年10月23日付けの株式会社

アエリアからその100％子会社であるダイトー

ホールディングス株式会社への当社の全株式

の譲渡、及び平成20年11月28日付けの株式会社

アエリアによる株式会社シークウェルへのダ

イトーホールディングス株式全ての譲渡によ

り、当社の親会社はダイトーホールディングス

及び株式会社シークウェルとなっています。

　　　　　 ──────
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【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年10月31日）

前連結会計年度末
（平成20年４月30日） 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

562,225千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

532,751千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

540,936千円　

※２　担保に供している資産

(1)下記債務に対し、次の資産を担保に供

しております。

担保提供資産

※２　担保に供している資産

(1)下記債務に対し、次の資産を担保に供

しております。

担保提供資産

※２　担保に供している資産

(1)下記債務に対し、次の資産を担保に供

しております。

担保提供資産

建物及び構築物 122,377千円

土地 283,578千円

計 405,955千円

建物及び構築物 117,060千円

土地 283,578千円

計 400,638千円

建物及び構築物 117,740千円

土地 283,578千円

計 401,318千円

対応債務 対応債務 対応債務

一年内返済予定長

期借入金
124,000千円

長期借入金 390,000千円

計 514,000千円

短期借入金 900,000千円

一年内返済予定長

期借入金
84,000千円

長期借入金 306,000千円

計 1,290,000千円

一年内返済予定長

期借入金
104,000千円

長期借入金 348,000千円

計 452,000千円

(2)取引保証金の代用とし、次の資産を差

入れております。

(2)取引保証金の代用とし、次の資産を差

入れております。

(2)取引保証金の代用とし、次の資産を差

入れております。

預金 100,000千円

投資有価証券 59,000千円

計 159,000千円

預金 100,000千円

投資有価証券 34,000千円

計 134,000千円

預金 100,000千円

投資有価証券 49,400千円

計 149,400千円

３　受取手形裏書譲渡高 562,050千円 ３　受取手形裏書譲渡高 454,684千円 ３　受取手形裏書譲渡高 722,372千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額

役員報酬 23,700千円

給料及び賞与 145,704千円

賞与引当金繰入額 19,001千円

退職給付費用 4,788千円

手数料 　50,511千円 

役員報酬 26,601千円

給料及び賞与 154,311千円

賞与引当金繰入額 14,177千円

退職給付費用 16,311千円

手数料 20,234千円 

貸倒引当金繰入額 2,961千円 

役員報酬 54,865千円

給料及び賞与 309,949千円

賞与引当金繰入額 18,993千円

退職給付費用 13,695千円

手数料 67,764千円

　　　　　───── 　　　　　───── ※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりで

あります。

  建物及び構築物 9,450千円

土地 4,919千円

　　計 14,369千円

　　　　　───── ※３　固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

　　　　　─────

 機械装置及び運搬具 56千円

　　計 56千円

 

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

建物 169千円

機械装置及び運搬具 756千円

工具器具備品 23千円

　　計 949千円

機械装置及び運搬具 194千円

工具器具備品 1,656千円

　　計 1,850千円

建物及び構築物 169千円

機械装置及び運搬具 845千円

工具器具備品 69千円

　　計 1,083千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
　

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式     

　　普通株式 3,947 － － 3,947

合計 3,947 － － 3,947

自己株式     

　　普通株式(注) 0 7 － 8

合計 0 7 － 8

　(注) 普通株式の自己株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結会
計期間末残高
　　（千円）

前連結会
計年度末

当中間連
結会計期
間増加

当中間連
結会計期
間減少

当中間連
結会計期
間末

提出会社

　　（親会

社）

第１回転換社債型新

株予約権付社債 
普通株式 2,450 － － 2,450 ―

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

－ － － － － 15,481

合計 － － － － － 15,481

３.配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年７月27日

定時株主総会
普通株式 39,469 10 平成19年４月30日 平成19年７月30日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年10月31日）

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
　

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式     

　　普通株式(注) 6,397 － 8 6,389

合計 6,397 － 8 6,389

自己株式     

　　普通株式(注) 8 － 8 －

合計 8 － 8 －

(注) 普通株式数の減少及び自己株式の普通株式数の減少8千株は、自己株式の消却による減少であります。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
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区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結会
計期間末残高
　　（千円）

前連結会
計年度末

当中間連
結会計期
間増加

当中間連
結会計期
間減少

当中間連
結会計期
間末

提出会社

　　（親会

社）

第3回新株予約権 　　

(注)
普通株式 1,000 － 1,000 － －

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

－ － － － － －

合計 － － － － － －

　　(注)　第3回新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

　なお、当中間連結会計期間おいて、全ての新株予約権を消却したため、当中間連結会計期間末の残高はありませ

ん。

３.配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年７月30日

定時株主総会
普通株式 63,894 10 平成20年４月30日 平成20年７月31日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
　

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式     

　　普通株式(注) 3,947 2,450 － 6,397

合計 3,947 2,450 － 6,397

自己株式     

　　普通株式 0 7 － 8

合計 0 7 － 8

(注)　普通株式数の増加 2,450千株は、第三者割当増資による増加であります。普通株式の自己株式数の増加7千株は、

単元未満株式の買取による増加であります。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計年
度末残高
（千円）

前連結会
計年度末

当連結会
計年度増
加

当連結会
計年度減
少

当連結会
計年度末

提出会社

　（親会

社）

第１回転換社債型新

株予約権付社債　(注)

１

 普通株式 2,450 － 2,450 － －

第3回新株予約権　

(注)２
普通株式 － 1,000 － 1,000 11,000

ストック・オプショ

ンとしての新株予約

権

－ － － － － 20,614
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区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計年
度末残高
（千円）

前連結会
計年度末

当連結会
計年度増
加

当連結会
計年度減
少

当連結会
計年度末

合計 － － － － － 31,614

　　(注)１.　第1回転換社債型新株予約権付社債の減少は、平成19年11月14日の繰上償還によるものであります。

　　　　　　　　(償還期限平成２１年６月21日)

　　　　２． 第3回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３.配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年７月27日

定時株主総会
普通株式 39,469 10 平成19年４月30日 平成19年７月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年７月30日

定時株主総会
普通株式 63,894 利益剰余金 10 平成20年４月30日 平成20年７月31日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年10月31日現在） （平成20年10月31日現在） （平成20年４月30日現在）

現金及び預金勘定 1,105,323千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△510,000千円

現金及び現金同等物 595,323千円

現金及び預金勘定 487,789千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△100,000千円

現金及び現金同等物 387,789千円

現金及び預金勘定 1,548,374千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△510,000千円

現金及び現金同等物 1,038,374千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側）

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側）

　リース取引開始日が平成20年４月１日よ

り前の所有件移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。

　当該取引は次のとおりであります。　

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引（借主側）

(1） リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1） リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

　

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
その他

4,470 2,533 1,937

無形固定資産
その他

5,766 5,766 －

合計 10,236 8,299 1,937

　

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
その他

13,668 2,445 11,222

無形固定資産
その他

－ － －

合計 13,668 2,445 11,222

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定資産
その他

13,668 1,079 12,588

無形固定資産
その他

－ － －

合計 13,668 1,079 12,588

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定

しております。

同　左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

(2） 未経過リース料中間期末残高相当額 (2） 未経過リース料中間期末残高相当額 (2)　未経過リース料期末残高相当額

１年内 894千円

１年超 1,043千円

合計 1,937千円

１年内 2,733千円

１年超 8,488千円

合計 11,222千円

１年内 2,733千円

１年超 9,855千円

合計 12,588千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。

同　左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

(3） 支払リース料及び減価償却費相当額 (3） 支払リース料及び減価償却費相当額 (3)　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,023千円

減価償却費相当額 1,023千円

支払リース料 1,366千円

減価償却費相当額 1,366千円

支払リース料 1,655千円

減価償却費相当額 1,655千円

(4） 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4） 減価償却費相当額の算定方法

同　左

(4)　減価償却費相当額の算定方法

同　左

２．オペレーティング・リース取引（借主

側）

２．オペレーティング・リース取引（借主

側）

２．オペレーティング・リース取引（借主

側）

未経過リース料中間期末残高 未経過リース料中間期末残高 未経過リース料期末残高

１年内 1,358千円

１年超 3,164千円

　 4,522千円

１年内 2,737千円

１年超 5,343千円

　 8,081千円

１年内 2,839千円

１年超 6,712千円

合計 9,551千円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年10月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 89,830 262,419 172,589

(2)その他 － － －

合計 89,830 262,419 172,589

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式  

関連会社株式 467

(2)その他有価証券  

非上場株式 14,657

当中間連結会計期間末（平成20年10月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 88,057 131,257 43,199

(2)その他 － － －

合計 88,057 131,257 43,199

　（注）　当中間連結会計期間において、有価証券について、1,193千円の減損処理を行っております。

減損処理に当たっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について、一律減損処理し

ております。　

下落率30％以上50％未満の銘柄については、過去一定期間の時価の推移等を考慮の上、時価の回復可能性が認

められないと判断される銘柄を減損処理しております。　

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式  

関連会社株式 －

(2)その他有価証券  

非上場株式 500

 　　　前連結会計年度末（平成20年４月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 89,792 218,146 128,353

(2)その他 － － －

合計 89,792 218,146 128,353

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について、542千円の減損処理を行っております。

減損処理に当たっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について、一律減損処理し

ております。

EDINET提出書類

ダイトーエムイー株式会社(E02757)

半期報告書

38/73



下落率30％以上50％未満の銘柄については、過去一定期間の時価の推移等を考慮の上、時価の回復可能性が認

められないと判断される銘柄を減損処理しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式  

関連会社株式 467

(2)その他有価証券  

非上場株式 3,500
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成19年10月31日現在）

取引の時価等に関する事項（平成19年10月31日現在）

デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

(1)　通貨関連

　             該当事項はありません。

(2)　金利関連

  金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。

当中間連結会計期間末（平成20年10月31日現在）

取引の時価等に関する事項（平成20年10月31日現在）

デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

(1)　通貨関連

　             該当事項はありません。

(2)　金利関連

  金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。

前連結会計年度末（平成20年４月30日現在）

取引の時価等に関する事項（平成20年４月30日現在）

　　　　　　　　　　デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

　　　　(1)　通貨関連

　　　　　　　 該当事項はありません。

      　(2)　金利関連

  金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

１.　ストック・オプション等に係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　 2,566千円

 　　　　 売上原価　　　　　　　　 1,388千円

　　なお、当中間連結会計期間において、退職に伴う失効による取崩額を雑収入に116千円計上しております。

２.　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

          該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年10月31日）

１.　ストック・オプション等に係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　  945千円

 　　　　 売上原価　　　　　　　　  348千円

なお、当中間連結会計期間において、新株予約権の消却による取崩額を新株予約権戻入益に 32,908千円計上し

ております。

２.　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

          該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

１.　ストック・オプション等に係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　 5,121千円

　　売上原価　　　　　　　　 2,741千円

　　なお、当連結会計年度において、退職に伴う失効による取崩額を雑収入に245千円計上しております。

EDINET提出書類

ダイトーエムイー株式会社(E02757)

半期報告書

40/73



２.　当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

　
　平成18年
　ストック・オプション

　平成18年度
　ストック・オプション

　平成19年度
　ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役及び

執行役員　９名

当社取締役 ４名、

当社執行役員 ４名、

当社社員 91名　

当社の取締役及び

執行役員　11名

株式の種類別のストック・

オプションの付与数　

（注）１

普通株式 234,000株 普通株式 384,000株　 普通株式　123,000株　

付与日 平成18年６月13日 　平成18年８月25日 平成19年11月19日

権利確定条件 なし 　（注）２ なし

対象勤務期間 なし

自 平成18年８月25日

至 平成22年７月28日　

（注）３

なし

権利行使期間
自　平成18年６月14日　至

　平成20年６月11日

自 平成20年７月28日

至 平成24年７月28日

自 平成19年11月20日

至 平成23年11月18日　

権利行使価格（円） 408円 420円　 400円　

付与日における公正な評価

単価（円）
27円 59円 11円　

（注）１. 株式数に換算して記載してあります。

　　　　　　２．①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても当社

又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会の決議に

より承認を受けた場合には、この限りではない。

　　　　　　　　②　その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。

　　　３．権利確定の時期により対象勤務期間が下記に記載のとおりとなっております。

　　　　　付与数の2分の1 : 自　平成18年８月25日　至　平成20年７月28日

　　　　　付与数の残数　 : 自　平成18年８月25日　至　平成22年７月28日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年10月31日）

 　　　 当社グループは、前連結会計年度中に賃貸用物件を売却し、不動産賃貸業から撤退しております。このため当中

間連結会計期間より単一のセグメントとなっているため、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメント

情報として記載すべき事項がなくなりましたので、記載を省略いたします。

当中間連結会計期間（自平成20年５月１日　至平成20年10月31日）

 　　　 当社グループは、単一のセグメントとなっているため、事業の種類別セグメント情報として記載すべき事項が

ありませんので、記載を省略いたします。

前連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

 　　　 当社グループは、前連結会計年度中に賃貸用物件を売却し、不動産賃貸業から撤退しております。このため当連

結会計年度より単一のセグメントとなっているため、当連結会計年度から事業の種類別セグメント情報とし

て記載すべき事項がなくなりましたので、記載を省略いたします。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年10月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計と同額であるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。

当中間連結会計期間（自平成20年５月１日　至平成20年10月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計と同額であるため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。

前連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。
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【海外売上高】

前中間連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年10月31日）

　海外売上高はありませんので、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成20年５月１日　至平成20年10月31日）

　海外売上高はありませんので、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成19年５月１日　至平成20年４月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１株当たり純資産額

572円 78銭

１株当たり中間純利益金額

  36円 45銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額

     22円 48銭

１株当たり純資産額

468円 53銭

１株当たり中間純損失金額

  　4円 07銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であるため記載し

ておりません。(注)

１株当たり純資産額

490円 58銭

１株当たり当期純利益金額

                        45円 85銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額

                        36円 30銭

　（注）　第1回新株予約権は平成20年６月11日付で行使期間が満了しました。また、第2回新株予約権、第3回新株予約権及

び第4回新株予約権は平成20年７月31日付で消滅いたしましたので、当中間連結会計期間末においては潜在株式

がなくなりました。

　（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日)

純資産の部合計額（千円） 2,271,930 2,993,661 3,166,142

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
15,481 － 31,614

（うち新株予約権） (15,481) － (31,614)

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円）
2,256,449 2,993,661 3,134,528

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（千株）

3,939 6,389 6,389

　（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとお

りであります。

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純損益（千円） 143,699 △25,982 231,033

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損益

（千円）
143,699 △25,982 231,033

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,942 6,389 5,038
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前中間連結会計期間

(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日)

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 2,450 － 1,325

（うち新株予約権付社債） (2,450) － (1,325)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

第１回新株予約権(新

株予約権総数 234個、

行使価額 408円)

第2回新株予約権(新株

予約権総数 355個、行

使価額 420円)

　

　

　　　　　－

第１回新株予約権(新

株予約権総数 234個、

行使価額 408円)

第2回新株予約権(新株

予約権総数 355個、

行使価額 420円)

第3回新株予約権(新株

予約権総数 1,000個、

行使価額 400円)　

第4回新株予約権(新株

予約権総数 123個、

行使価額 400円)

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成19年５月１日 至　平成19年10月31日）

（1）転換社債型新株予約権付社債の繰上償還

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還をいたしました。

社債の繰上償還の要綱は以下のとおりであります。

１. 繰上償還する銘柄　　　　ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

２．償還金額　　　　　　　　10億円

３．繰上償還の方法　　　　　全額買取の上、消却を行う。

４．繰上償還日　　　　　平成19年11月14日

５．繰上償還原資　　　　　　手許資金

６．繰上償還を行う理由　　　

当社は昨年来、創業家一族の引退に伴う事業承継を行うに当たり、経営支援ファンドとの資本提携・業務提携

を通じて、平成18年６月13日に第１回転換社債型新株予約権付社債を発行して資金調達行い、中期経営計画「Ｎ

ＥＸＴ５０プラン」を立案し、現在計画実現に向けた施策を行っております。この中期経営計画は、最終年度が平

成23年度であり、計画実現には所要の資金が必要となることが見込まれていますが、本新株予約権付社債は償還

期日が平成21年６月である為、計画最終年度までの安定的な財務基盤を確保できている状況ではありません。ま

た株価が低迷している現在の状況では、株価上昇による権利行使が行われる可能性が高いとは言えず、権利行使

が行われなかった場合は、本新株予約権付社債の償還が必要であり、当社の資金繰り上大きな影響を与える可能

性があります。従いまして、本新株予約権付社債を全額償還し、新たに第三者割当による新株式発行および新株予

約権を発行することで、将来の償還リスクを回避し、中期経営計画実現に必要となる自己資本の増強を行うもの

であります。

（ご参考）ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

１．発行日　　　　　平成18年６月13日

２．発行総額　　　　10億円

３．未行使額面総額　10億円

４．償還期限　　　　平成21年６月12日

５．利率 　　　　　 本社債には利息は付さない。

６．転換価格　　　　408円

（2）新株式の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第三者割当により新株式の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

株式発行要綱は以下のとおりであります。

１. 発行新株式の種類及び数　普通株式　2,450,000株

２. 発行価格　　　　　　　　1株につき343円

３. 発行価額の総額　　　　　840,350,000円

４. 資本組入額　　　　　　　1株につき171円50銭

５. 募集又は割当方法　　　　第三者割当

６. 申込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

７. 払込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

８. 新株券交付日　　　　　　平成19年11月19日

９. 割当先及び割当株式数　　インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合　2,450,000 株

 　 10. 新株式の配当基準日　　　

 　　　   当該基準日において発行済の他の当社普通株式と同様に取り扱う。　

11．新株式の継続所有等の取決めに関する事項

割当先は、当該新株式を長期で保有する予定であり、新株式発行日（平成19年11月19日）から４年間以内は、原

則として当社の事前の書面承諾なく無断で譲渡を行わない旨合意済みであり、その旨の契約書を締結する予定で

あります。また、割当先との間において、割当て新株式効力発生日(平成19年11月19日)より２年間において当該割

当新株式の全部又は一部を譲渡した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡

の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告するとの内諾を受けております。

12. 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
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（3）第３回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第３回新株予約権の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　1,000個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　11,000,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合に割り

当てる。（1,000 個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

 新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 調整後行使価額＝調整前行使価額×

 既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時　　価 

既発行株式数　＋　交付株式数 

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　

  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使すること

ができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

          各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    15. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    16. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数または

その内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣旨

を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。

（4）第４回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第４回新株予約権の発行を行いました。

      なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。 

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　123個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　1,353,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、当社の取締役ら計11名に割り当てる。（窪内泰之13個、相馬行雄13

個、柴地隆明13個、鈴木広美13個、日比野猛13個、長田眞人13個、奥村研二13個、野田

EDINET提出書類

ダイトーエムイー株式会社(E02757)

半期報告書

46/73



龍二8個、佐藤浩人8個、柴田昇8個 、島田尚毅8個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

  新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 調整後行使価額＝調整前行使価額×

 既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時　　価 

既発行株式数　＋　交付株式数 

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　

  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使すること

ができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

 　　   各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 新株予約権の譲渡制限

        譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

    15. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    16. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    17. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数または

その内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣旨

を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。
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当中間連結会計期間（自　平成20年５月１日 至　平成20年10月31日）

該当事項はありません。　

前連結会計年度（自　平成19年５月１日 至　平成20年４月30日）

　当社は、平成20年７月７日開催の当社取締役会において、株式会社アエリアを完全親会社、当社を完全子会社とす

る株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。ま

た、本株式交換契約は平成20年７月30日開催の当社定時株主総会において承認されました。　

　なお、平成20年７月７日開催の株式会社アエリア、株式会社インキュベート・パートナーズ両社の取締役会におい

て、株式会社アエリアによる株式会社インキュベート・パートナーズの吸収合併が決議されており、この吸収合併

の効力発生（平成20年８月15日予定）の後、本株式交換の効力が発生いたします。　

 （1）株式交換の目的

　現在、株式会社アエリアは、100％子会社である株式会社インキュベート・パートナーズが運営するインキュベー

ト・パートナーズ１号投資事業有限責任組合を通じて当社の発行済株式総数の55.9％を間接保有しております。

株式会社インキュベート・パートナーズは、上場企業を対象とした経営支援ファンドを運営しており、平成18年５

月より、当社における従前からの創業家一族による従来型経営から、社内の後継者を柱とした新経営体制へ事業を

継承し、事業ドメインの見直しを始め、企業価値向上に向けた効率的経営手法、時代の要請に即したガバナンス経営

への変革を推進するに当り、同社が設立したインキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合を通じて、

資金面・人材面・戦略支援面等の具体的な経営支援を行ってまいりました。　

　現状、株式会社インキュベート・パートナーズの経営支援により当社の経営改革が着実に進展しているものと認

識しておりますが、一方で当社は原油価格や原材料の高騰といった事業環境の変化が急速に進む中、主たる事業で

の顧客への価格転嫁が困難であるなどの先行き不安などもあり、加えて将来に向けた事業の発展を図る新しい経営

の柱を構築するなど、早急な経営改革への取組み強化がより一層求められております。　

　また株式市場においては、株式上場を維持するためのコストが年々増加しており、当社の現在の収益力・経営基盤

に比して、その上場コストが相対的に高いこともあり、上場を行うメリットとも合わせ、上場維持の是非に関する総

合的な検討を行わなければならない状況となっております。　

　このような状況のなか、株式会社アエリア、株式会社インキュベート・パートナーズ及び当社は、現在進めている

事業継承に伴う経営改革の強化に関して、慎重に協議を重ねた結果、今後、当社がより効率的かつスピーディに経営

改革を行うためには、株式会社アエリアが当社を完全子会社化することを通じて、当社を非上場化した上で、アエリ

アグループが当社に対して更に経営資源を投入し、当社の企業価値向上に向けた経営改革のスピードを上げること

が必要であると認識しております。また、中長期的な視点から、必要な決定を迅速かつ効率的に行うことのできる体

制が構築されることにより、当社の企業価値を更に向上させることができるものと考えております。

 （2）株式交換の日程

売買最終日　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年９月８日（予定）

上場廃止日　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年９月９日（予定）

本株式交換の予定日（効力発生日）　　　　　平成20年９月16日（予定）

　本株式交換は、株式会社アエリアについては、会社法第796条3項本文の規定に基づき、簡易株式交換の手続きによ

り株主総会の承認を得ないで行う予定です。　

　(3) 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容　

　　① 株式交換の方法

　平成20年９月16日（予定）を効力発生日とする株式交換により、当社の株主が有する当社の普通株式を株式会社

アエリアに移転させ、当社の株主に対して株式会社アエリアの普通株式を割当て交付します。これにより当社は株

式会社アエリアの完全子会社となります。

  　② 株式交換に係る割当ての内容　

　株式会社アエリアは、本株式交換に際して、当社の株主（実質株主を含み、株式会社アエリアを除きます。以下同様

とします。）に対し、その所有する当社普通株式に代わり、効力発生日（平成20年９月16日）の前日の最終の当社の

株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載又は記録された当社の株主が所有する当社の普通株式の株式数の合

計に0.0024を乗じた数の株式会社アエリアの普通株式を割当て交付いたします。割当て交付する株式会社アエリア

の普通株式は、すべて株式会社アエリアの自己株式とし、株式会社アエリアの新株の発行は行いません。

　ただし、株式会社アエリアが保有する予定の当社株式3,578,000株については、本株式交換による株式の割当てを行

いません。本株式交換に伴い、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法234条の規定により、その端数の合計数

（その合計数に1に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします。）に相当する当社の株式を売却し、その端

数に応じてその代金を当該株主に交付します。

　  ③ その他の株式交換契約の内容

イ 株式会社アエリアは、本株式交換際して、当社が発行している新株予約権は引継がない。

ロ 効力発生日の前日までに、株式会社アエリアと株式会社インキュベート・パートナーズとの間の平成20年７月

７日付合併契約書に基づく、株式会社アエリアを吸収合併存続会社とし、株式会社インキュベート・パートナー

ズを吸収合併消滅会社とする合併の効力（効力発生予定日 平成20年８月15日）が生じなかった場合は、本株式
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交換契約の効力を失う。

　(4) 上場廃止について　

　本株式交換の実施の結果、当社は株式交換の効力発生日である平成20年９月16日（予定）をもって、株式会社アエ

リアは当社の完全親会社となり、完全子会社となる当社の普通株式は、ジャスダック証券取引所の有価証券上場規

程に従い、所定の手続きを経て平成20年９月９日に上場廃止（売買最終日は平成20年９月８日）になる予定です。

  (5) その他の項目

　平成20年８月15日付株式会社アエリアによる株式会社インキュベート・パートナーズの吸収合併及び株式会社イ

ンキュベート・パートナーズが運営するインキュート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合の解散を経て当

社株式を株式会社アエリアが直接保有する予定であります。

　(6) 株式交換の相手会社についての事項

      　株式交換の相手会社の内容（平成19年12月31日現在）は以下のとおりであります。

会社名 株式会社アエリア 

設立年月日 平成14年10月30日 

本店所在地 東京都港区赤坂五丁目２番20号 

代表者の氏名 代表取締役社長　小林　祐介 

資本金の額 234,651千円 

発行済株式数 67,386株 

純資産 17,815,105千円（連結） 

総資産 39,206,397千円（連結） 

事業年度の末日 12月31日 

事業内容 エンターテイメント事業、メディア＆ソリューション事業、ファイナンス事業 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前中間会計期間末
(平成19年10月31日)

当中間会計期間末
(平成20年10月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 1,105,323

※2
 478,253

※2
 1,538,720

受取手形 861,506 572,548 566,965

売掛金 1,935,722 1,340,166 1,667,618

たな卸資産 360,606 391,344 312,467

関係会社短期貸付金 － 2,200,000 －

その他 22,268 57,779 10,922

貸倒引当金 △3,051 △1,000 △300

流動資産合計 4,282,375 5,039,091 4,096,393

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 298,187

※2
 246,964

※2
 251,220

土地 ※2
 390,073

※2
 335,542

※2
 335,542

その他（純額） 27,240 19,544 24,041

有形固定資産合計 ※1
 715,501

※1
 602,051

※1
 610,804

無形固定資産 42,357 43,734 37,024

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 287,545

※2
 141,757

※2
 221,646

その他 93,738 74,712 109,127

貸倒引当金 △19,663 △24,676 △22,414

投資その他の資産合計 361,620 191,793 308,359

固定資産合計 1,119,479 837,580 956,188

資産合計 5,401,855 5,876,672 5,052,582

負債の部

流動負債

買掛金 833,297 481,794 667,382

短期借入金 － ※2
 1,800,000 －

1年内償還予定の社債 1,500,000 － 500,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 124,000

※2
 84,000

※2
 104,000

未払法人税等 7,442 7,646 12,474

賞与引当金 34,455 26,603 33,684

その他 113,066 51,391 78,853

流動負債合計 2,612,261 2,451,434 1,396,394

固定負債

長期借入金 ※2
 390,000

※2
 306,000

※2
 348,000

繰延税金負債 46,291 17,495 52,202

退職給付引当金 56,075 87,037 66,688

負ののれん 17,294 13,143 15,219

その他 8,001 7,403 7,556
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（単位：千円）

前中間会計期間末
(平成19年10月31日)

当中間会計期間末
(平成20年10月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年４月30日)

固定負債合計 517,662 431,080 489,666

負債合計 3,129,924 2,882,515 1,886,060

純資産の部

株主資本

資本金 1,053,908 1,474,083 1,474,083

資本剰余金

資本準備金 338,110 758,285 758,285

その他資本剰余金 128,714 124,495 128,714

資本剰余金合計 466,824 882,781 886,999

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 613,636 611,588 701,349

利益剰余金合計 613,636 611,588 701,349

自己株式 △4,218 － △4,218

株主資本合計 2,130,151 2,968,453 3,058,213

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 126,297 25,703 76,693

評価・換算差額等合計 126,297 25,703 76,693

新株予約権 15,481 － 31,614

純資産合計 2,271,930 2,994,157 3,166,521

負債純資産合計 5,401,855 5,876,672 5,052,582
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

売上高 4,801,768 3,615,086 9,231,385

売上原価 4,278,138 3,271,013 8,310,902

売上総利益 523,629 344,073 920,483

販売費及び一般管理費 409,413 402,947 807,394

営業利益又は営業損失（△） 114,215 △58,873 113,088

営業外収益 ※1
 29,095

※1
 17,935

※1
 62,176

営業外費用 ※2
 12,913

※2
 15,424

※2
 25,237

経常利益又は経常損失（△） 130,398 △56,363 150,027

特別利益 ※3
 18,700

※3
 37,340

※3
 91,201

特別損失 1,656 3,100 2,332

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 147,441 △22,124 238,896

法人税、住民税及び事業税 3,742 3,742 7,484

法人税等合計 3,742 3,742 7,484

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,866 231,412
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前事業年度の
要約株主資本等変動計算書

(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,053,908 1,474,083 1,053,908

当中間期変動額

新株の発行 － － 420,175

当中間期変動額合計 － － 420,175

当中間期末残高 1,053,908 1,474,083 1,474,083

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 338,110 758,285 338,110

当中間期変動額

新株の発行 － － 420,175

当中間期変動額合計 － － 420,175

当中間期末残高 338,110 758,285 758,285

その他資本剰余金

前期末残高 128,714 128,714 128,714

当中間期変動額

自己株式の処分 － △4,218 －

当中間期変動額合計 － △4,218 －

当中間期末残高 128,714 124,495 128,714

資本剰余金合計

前期末残高 466,824 886,999 466,824

当中間期変動額

新株の発行 － － 420,175

自己株式の処分 － △4,218 －

当中間期変動額合計 － △4,218 420,175

当中間期末残高 466,824 882,781 886,999

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 509,406 701,349 509,406

当中間期変動額

剰余金の配当 △39,469 △63,894 △39,469

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,866 231,412

当中間期変動額合計 104,230 △89,760 191,942

当中間期末残高 613,636 611,588 701,349

利益剰余金合計

前期末残高 509,406 701,349 509,406

当中間期変動額

剰余金の配当 △39,469 △63,894 △39,469
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前事業年度の
要約株主資本等変動計算書

(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,866 231,412

当中間期変動額合計 104,230 △89,760 191,942

当中間期末残高 613,636 611,588 701,349

自己株式

前期末残高 △1,202 △4,218 △1,202

当中間期変動額

自己株式の取得 △3,016 － △3,016

自己株式の処分 － 4,218 －

当中間期変動額合計 △3,016 4,218 △3,016

当中間期末残高 △4,218 － △4,218

株主資本合計

前期末残高 2,028,937 3,058,213 2,028,937

当中間期変動額

新株の発行 － － 840,350

剰余金の配当 △39,469 △63,894 △39,469

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,866 231,412

自己株式の取得 △3,016 － △3,016

自己株式の処分 － － －

当中間期変動額合計 101,214 △89,760 1,029,276

当中間期末残高 2,130,151 2,968,453 3,058,213

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 159,173 76,693 159,173

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △32,875 △50,989 △82,480

当中間期変動額合計 △32,875 △50,989 △82,480

当中間期末残高 126,297 25,703 76,693

評価・換算差額等合計

前期末残高 159,173 76,693 159,173

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △32,875 △50,989 △82,480

当中間期変動額合計 △32,875 △50,989 △82,480

当中間期末残高 126,297 25,703 76,693

新株予約権

前期末残高 11,642 31,614 11,642

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 3,838 △31,614 19,971

当中間期変動額合計 3,838 △31,614 19,971

当中間期末残高 15,481 － 31,614
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自　平成19年５月１日
　至　平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年５月１日
　至　平成20年10月31日)

前事業年度の
要約株主資本等変動計算書

(自　平成19年５月１日
　至　平成20年４月30日)

純資産合計

前期末残高 2,199,753 3,166,521 2,199,753

当中間期変動額

新株の発行 － － 840,350

剰余金の配当 △39,469 △63,894 △39,469

中間純利益又は中間純損失（△） 143,699 △25,866 231,412

自己株式の取得 △3,016 － △3,016

自己株式の処分 － － －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △29,036 △82,603 △62,508

当中間期変動額合計 72,177 △172,364 966,767

当中間期末残高 2,271,930 2,994,157 3,166,521
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

項目
前中間会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式

同　左

(1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式

同　左

 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

     同　左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

 (2) デリバティブ
　　時価法

(2) デリバティブ
―　

(2) デリバティブ
　　時価法

 (3) たな卸資産
　商品・原材料

　先入先出法による原価法

(3) たな卸資産
　商品・原材料

　月次移動平均法による原価

法(貸借対照表価額は収益性

低下に基づく簿価切り下げの

方法により算定)

(3) たな卸資産
　商品・原材料

　　　　先入先出法による原価法

 　製品・仕掛品

　個別法による原価法

製品・仕掛品　

　個別法による原価法(貸借対
照表価額は収益性低下に基づ

く簿価切り下げの方法により

算定)　

　製品・仕掛品

　個別法による原価法　

 　貯蔵品

最終仕入原価法による原

価法

     貯蔵品　

　最終仕入原価法による原価

法(貸借対照表価額は収益性
低下に基づく簿価切り下げの

方法により算定)　

　(たな卸資産の会計方針の変更)

　当社は、従来、商品及び原材料の

評価方法は、従来、先入先出法によ

る原価法を採用しておりましたが

 、発注状況、消費の形態が変化し

ており、消費実態及びたな卸資産

の実態ををより適切に反映させる

ため、当中間会計期間から移動平

均法による原価法を採用しており

ます。

　これにより、当中間会計期間の損

益に与える影響額は軽微でありま

す。

　当社は、従来、商品・原材料は先

入先出法による原価法、製品・仕

掛品は個別法による原価法、貯蔵

品は最終仕入原価法による原価法

をそれぞれ採用しておりました

が、当中間会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」　(企

業会計基準第９号　平成18年７月

５日)が適用されたことに伴い、商

品・原材料は移動平均法による原

価法、製品・仕掛品は個別法によ

る原価法、貯蔵品は最終仕入原価

法による原価法(それぞれの貸借

対照表価額は収益性低下に基づく

簿価切り下げの方法により算定)

を採用しております。

　これにより、当中間会計期間の損

益に与える影響額は軽微でありま

す。　

貯蔵品　

最終仕入原価法による原

価法
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産 
定率法

ただし、平成10年4月1日以降に
取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。  

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　15年～47年
機械装置　　 7年～15年

 （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19
年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法を適用

しております。

　なお、これによる当中間会計期間

の損益に与える影響は軽微であり

ます。

　

法人税法の改正に伴い、平成19
年３月31日以前に取得した有形固
定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に達した

事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　なお、これによる当中間会計期間

の損益に与える影響は軽微であり

ます。

(1)有形固定資産
定率法

ただし、平成10年4月1日以降に
取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　15年～47年
機械装置　　 7年～15年

 

　

　

　

(1)有形固定資産 
定率法

ただし、平成10年4月1日以降に
取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　15年～47年
機械装置　　 7年～15年

　（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19
年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法を適用

しております。

　なお、これによる当事業年度の損

益に与える影響は軽微でありま

す。

　

法人税法の改正に伴い、平成19
年３月31日以前に取得した有形固
定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に達した

事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　なお、これによる当事業年度の損

益に与える影響は軽微でありま

す。

 (2)無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）による定額法を採用

しております。

(2)無形固定資産

同　左

(2)無形固定資産

同　左

 (3)長期前払費用　　

　定額法 

(3)長期前払費用　　

　定額法 

(3)長期前払費用

同　左

３．繰延資産の処理方法 (1)          　―

　

 (1)  株式交付費 　

支出時に全額費用処理しており

ます。

(1) 　        ―

４．負ののれんの償却方法 　５年間均等償却

　　          

　　　　　　同　左

　　          

同　左

 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同　左

(1) 貸倒引当金

同　左

 (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2) 賞与引当金

同　左

(2) 賞与引当金

同　左

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるた

め、当中間会計期間末における退

職給付債務額及び年金資産額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。

(3) 退職給付引当金

同　左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるた

め、当事業年度末における退職給

付債務額及び年金資産額に基づ

き、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、リース取引開始日が、「リー

ス取引に関する会計基準」(企業会

計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会)、平成19

年３月30日改正))及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第16号(平

成６年１月18日(日本公認会計士協

会　会計制度委員会)、平成19年３月

30日改正))の適用初年度開始以前

の取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を適用しております。

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

７.ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の特例処理の要件を

満たす金利スワップ

     特例処理を適用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同　左

(1) ヘッジ会計の方法

同　左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

 ヘッジ対象

借入金利

ヘッジ対象

同　左

ヘッジ対象

同　左

 (3) ヘッジ方針

金利変動リスクに備え、キャッ

シュ・フローを固定する目的で

ヘッジ取引を行っております。

(3) ヘッジ方針

同　左

(3) ヘッジ方針

同　左

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ流動資産のその

他に計上しております。

 （1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ流動負債のその

他に計上しております。

 （1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

  （2）　　　　　―

　

 （2）連結納税の適用

　当中間会計期間から連結納税制度

を適用しておりますが、当中間会計

期間中に、連結納税制度の非適用会

社となった（平成20年９月16日付、

株式会アエリアとの株式交換によ

り、当社は株式会社アエリアの完全

子会社となった。）ため、連結納税

制度適用期間（平成20年５月１日

から平成20年９月15日）について

のみ連結納税制度を適用しており

ます。 

 （2）　　　　　―
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

　　　　　　─────  (リース取引に関する会計基準)　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理をしておりましたが、当中間会

計期間より「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30

日改正))及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号

(平成６年１月18日(日本公認会計士協会　会

計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が適

用されたことに伴い、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始

以前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。

　これによる当中間会計期間の損益に与える

影響はありません。

　　　　　　─────

【追加情報】

前中間会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前事業年度

（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

　　　　　 ────── 中間連結財務諸表の追加情報の注記をご参照下

さい。

　　　　　 ──────
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末
（平成19年10月31日）

当中間会計期間末
（平成20年10月31日）

前事業年度末
（平成20年４月30日）

※１　有形固定資産の減価

償却累計額

562,225千円 532,751千円 540,936千円

※２　担保に供している資

産

   

(1)下記債務に対し、次

の資産を担保に供

しております。

   

担保提供資産

建物

土地

計

　

122,377千円

283,578千円

405,955千円

　

117,060千円

283,578千円

400,638千円

　

117,740千円

283,578千円

401,318千円

対応債務

短期借入金

一年内返済予定

長期借入金

長期借入金

計

　

－

124,000千円

390,000千円

514,000千円

　

900,000千円

84,000千円

306,000千円

1,290,000千円

　

－　

104,000千円

348,000千円

452,000千円

(2)取引保証金の代用と

し、次の資産を差

入れております。

   

預金

投資有価証券

　　計

100,000千円

59,000千円

159,000千円

100,000千円

34,000千円

134,000千円

100,000千円

49,400千円

149,400千円

３　受取手形裏書譲渡高 562,050千円 454,684千円 722,372千円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

※１　営業外収益のうち重要

なもの

   

受取利息

受取配当金

仕入割引

　　1,712千円

　　 5,019千円

　　 9,570千円

2,975千円

2,256千円

6,982千円

3,497千円

6,939千円

18,512千円

※２　営業外費用のうち重要

なもの

   

支払利息

社債利息

　   6,721千円

　　 3,150千円

6,294千円

2,491千円

12,991千円

6,267千円

※３　特別利益のうち重要　　　

なもの

   

投資有価証券売却益

新株予約権戻入益

18,700千円

－   

4,432千円

32,908千円

76,831千円

－   

４　減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

　　12,310千円

　　 6,075千円

9,943千円

6,507千円

24,815千円

11,946千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式 (注) 0 7 － 8

　　　合計 0 7 － 8

 　(注) 普通株式の自己株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

当中間会計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年10月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式 (注) 8 － 8 －

　　　合計 8 － 8 －

 　(注) 普通株式数の減少及び自己株式の普通株式数の減少8千株は、自己株式の消却による減少であります。

前事業年度（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 0 7 － 8

　　　合計 0 7 － 8

　(注) 普通株式の自己株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年５月１日
至　平成20年10月31日）

前事業年度
（自　平成19年５月１日
至　平成20年４月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側）

　リース取引開始日が平成20年４月１日より

前の所有件移転外ファイナンス・リース取

引については、引き続き通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。

　　　当該取引は次のとおりであります。　

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側）

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
その他

4,470 2,533 1,937

無形固定資産
その他

5,766 5,766 －

合計 10,236 8,299 1,937

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固定資産
その他

13,668 2,445 11,222

無形固定資産
その他

－ － －

合計 13,668 2,445 11,222

　

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定資産
その他

13,668 1,079 12,588

無形固定資産
その他

－ － －

合計 16,668 1,079 12,588

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定

しております。

同　左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

(2)　未経過リース料中間期末残高相当額 (2)　未経過リース料中間期末残高相当額 (2)　未経過リース料期末残高相当額

１年内 894千円

１年超 1,043千円

合計 1,937千円

１年内 2,733千円

１年超 8,488千円

合計 11,222千円

１年内 2,733千円

１年超 9,855千円

合計 12,588千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。

同　左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

(3)　支払リース料及び減価償却費相当額 (3)　支払リース料及び減価償却費相当額 (3)　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,023千円

減価償却費相当額 1,023千円

支払リース料 1,366千円

減価償却費相当額 1,366千円

支払リース料 1,655千円

減価償却費相当額 1,655千円

(4)　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4)　減価償却費相当額の算定方法

同　左

(4)　減価償却費相当額の算定方法

同　左

２．オペレーティング・リース取引（借主

側）

２．オペレーティング・リース取引（借主

側）

２．オペレーティング・リース取引（借主

側）

未経過リース料中間期末残高 未経過リース料中間期末残高 未経過リース料期末残高

１年内 1,358千円

１年超 3,164千円

　 4,522千円

１年内 2,737千円

１年超 5,343千円

　 8,081千円

１年内 2,839千円

１年超 6,712千円

合計 9,551千円
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）(平成19年10月31日現在)

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（当中間会計期間）(平成20年10月31日現在)

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（前事業年度）(平成20年４月30日現在)

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しておりますので、記載を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成19年５月１日 至　平成19年10月31日）

（1）転換社債型新株予約権付社債の繰上償還

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還をいたしました。

社債の繰上償還の要綱は以下のとおりであります。

１. 繰上償還する銘柄　　　　ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

２．償還金額　　　　　　　　10億円

３．繰上償還の方法　　　　　全額買取の上、消却を行う。

４．繰上償還日　　　　    　平成19年11月14日

５．繰上償還原資　　　　　　手許資金

６．繰上償還を行う理由　　　

当社は昨年来、創業家一族の引退に伴う事業承継を行うに当たり、経営支援ファンドとの資本提携・業務提携

を通じて、平成18年６月13日に第１回転換社債型新株予約権付社債を発行して資金調達行い、中期経営計画「Ｎ

ＥＸＴ５０プラン」を立案し、現在計画実現に向けた施策を行っております。この中期経営計画は、最終年度が平

成23年度であり、計画実現には所要の資金が必要となることが見込まれていますが、本新株予約権付社債は償還

期日が平成21年６月である為、計画最終年度までの安定的な財務基盤を確保できている状況ではありません。ま

た株価が低迷している現在の状況では、株価上昇による権利行使が行われる可能性が高いとは言えず、権利行使

が行われなかった場合は、本新株予約権付社債の償還が必要であり、当社の資金繰り上大きな影響を与える可能

性があります。従いまして、本新株予約権付社債を全額償還し、新たに第三者割当による新株式発行および新株予

約権を発行することで、将来の償還リスクを回避し、中期経営計画実現に必要となる自己資本の増強を行うもの

であります。

（ご参考）ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

１．発行日　　　　　平成18年６月13日

２．発行総額　　　　10億円

３．未行使額面総額　10億円

４．償還期限　　　　平成21年６月12日

５．利率 　　　　　 本社債には利息は付さない。

６．転換価格　　　　408円

（2）新株式の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第三者割当により新株式の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

株式発行要綱は以下のとおりであります。

１. 発行新株式の種類及び数　普通株式　2,450,000株

２. 発行価格　　　　　　　　1株につき343円

３. 発行価額の総額　　　　　840,350,000円

４. 資本組入額　　　　　　　1株につき171円50銭

５. 募集又は割当方法　　　　第三者割当

６. 申込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

７. 払込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

８. 新株券交付日　　　　　　平成19年11月19日

９. 割当先及び割当株式数　　インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合　2,450,000 株

 　 10. 新株式の配当基準日　　　

 　　　   当該基準日において発行済の他の当社普通株式と同様に取り扱う。　

11．新株式の継続所有等の取決めに関する事項

割当先は、当該新株式を長期で保有する予定であり、新株式発行日（平成19年11月19日）から４年間以内は、原

則として当社の事前の書面承諾なく無断で譲渡を行わない旨合意済みであり、その旨の契約書を締結する予定で

あります。また、割当先との間において、割当て新株式効力発生日(平成19年11月19日)より２年間において当該割

当新株式の全部又は一部を譲渡した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡

の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告するとの内諾を受けております。

12. 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
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（3）第３回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第３回新株予約権の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　1,000個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　11,000,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合に割り

当てる。（1,000 個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

 新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 調整後行使価額＝調整前行使価額×

 既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時　　価 

既発行株式数　＋　交付株式数 

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　

  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使すること

ができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

          各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    15. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    16. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数または

その内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣旨

を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。

（4）第４回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第４回新株予約権の発行を行いました。

      なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。 

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　123個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　1,353,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、当社の取締役ら計11名に割り当てる。（窪内泰之13個、相馬行雄13

個、柴地隆明13個、鈴木広美13個、日比野猛13個、長田眞人13個、奥村研二13個、野田
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龍二8個、佐藤浩人8個、柴田昇8個 、島田尚毅8個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

  新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 調整後行使価額＝調整前行使価額×

 既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時　　価 

既発行株式数　＋　交付株式数 

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　

  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使すること

ができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

 　　   各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 新株予約権の譲渡制限

        譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

    15. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    16. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    17. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数または

その内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣旨

を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。
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当中間会計期間（自　平成20年５月１日 至　平成20年10月31日）

　該当事項はありません

前事業年度（自　平成19年５月１日 至　平成20年４月30日）

当社は、平成20年７月７日開催の当社取締役会において、株式会社アエリアを完全親会社、当社を完全子会社とする株

式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。また、本株式交換契約は平成20年７月30日開催

の当社定時株主総会において承認されました。

株式交換の目的等につきましては、連結財務諸表「重要な後発事象」に記載のとおりであります。　

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

 事業年度（第52期）（自　平成19年５月１日　至　平成20年４月30日）平成20年７月30日東海財務局長に提出

(2) 臨時報告書

 平成20年７月８日東海財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（株式交換）の

規定に基づく臨時報告書であります。

 平成20年９月３日東海財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）及

び第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

 平成20年10月27日東海財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）及

び第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

 平成20年11月28日東海財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）の

規定に基づく臨時報告書であります。

 平成20年12月19日東海財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９の２（公認会計士等の

異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

 平成21年１月８日東海財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異

動）の規定に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成20年１月22日

ダイトーエムイー株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 秦　　　博　文

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 所　　　直　好

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　原　弘　恭

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るダイトーエムイー株式会社の平成19年５月１日から平成20年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

19年５月１日から平成19年10月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、ダイトーエムイー株式会社及び連結子会社の平成19年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載のとおり、平成19年11月14日付けで転換社債型新株予約権付社債の繰上償還を行った。

２．重要な後発事象に記載のとおり、平成19年11月19日付けで第三者割当による新株式の発行を行った。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成21年１月29日

ダイトーエムイー株式会社  

 取締役会　御中  

 横山勝男公認会計士事務所

 
　

　
 公認会計士 横　山　勝　男

　私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダイ

トーエムイー株式会社の平成20年５月１日から平成21年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成20年５

月１日から平成20年10月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私に中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を

適用して行われている。私は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　私は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、ダイトーエムイー株式会社及び連結子会社の平成20年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

　会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成20年１月22日

ダイトーエムイー株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 秦　　　博　文

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 所　　　直　好

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　原　弘　恭

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るダイトーエムイー株式会社の平成19年５月１日から平成20年４月30日までの第52期事業年度の中間会計期間（平成19

年５月１日から平成19年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資

本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ダイトーエムイー株式会社の平成19年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年５

月１日から平成19年10月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象に記載のとおり、平成19年11月14日付けで転換社債型新株予約権付社債の繰上償還を行った。

２．重要な後発事象に記載のとおり、平成19年11月19日付けで第三者割当による新株式の発行を行った。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．前中間会計期間の中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成21年１月29日

ダイトーエムイー株式会社  

 取締役会　御中  

 横山勝男公認会計士事務所

 
　

　
 公認会計士 横　山　勝　男

　私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダイ

トーエムイー株式会社の平成20年５月１日から平成21年４月30日までの第53期事業年度の中間会計期間（平成20年５月

１日から平成20年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。

　私は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私に中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な

保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して

行われている。私は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ダイ

トーエムイー株式会社の平成20年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年５月１日

から平成20年10月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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